
№６０ 

補 助 金 等 調 書 

 

補助金等の名称 基本料金免除措置分補助金(水道・簡水・下水) 担当課 水道課 

交付根拠法令等  終 期 令和８年３月 31 日 

補 助 事 業 者 
白糠町水道事業、白糠町簡易水道及び飲用水

道供給事業、白糠町公共下水道事業 
補助金等の分類 補助金 

総合計画の施策 

体系(行政目標) 

施策分類  施策小分類   

施策目的  

 

 

 

 

 

事 業 の 概 要 

 

 

 

 

 

（目的） 

・基本料金免除 

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を踏まえ、町民並びに事業者の負

担軽減を図るため、各水道料基本料金を免除し、生活支援と経済支援を緊急かつ

総合的に対策することを目的とする。 

（内容） 

・各水道料基本料金免除、システム対応経費 

 免除期間 令和７年 12月～令和８年２月分 

     （令和８年１月～３月請求分） 

 対 象 者  町民並びに事業者（官公庁、公共機関等除く） 

（実績） 免除請求月    免除額 

       12 月分    9,331,835 円 

       １月分   9,319,941 円 

       ２月分   9,280,574 円 

        免除計   27,932,350 円 

システム対応経費    572,000 円 

合 計   28,504,350 円 

 

令和７年度 

収入決算額(a) 

令和７年度 

支出決算額(b) 

差し引き (a)－

(b) 

(a)収入のうち 

町補助金額(c) 
(c)のうち一般財源 

28,504,350 28,504,350 ０ 28,504,350 14,599,350 

 


